
 

○ 

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
七
十
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
親
会
社
が
外
国
会
社
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
う
ち

金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
が
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
管
理
体
制
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務
の
継
続
的
な
実
施
を
確
保
す
る
た

め
に
そ
の
親
会
社
と
の
間
に
お
い
て
と
る
べ
き
措
置
（
令
和
二
年
金
融
庁
告
示
第
十
一
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ

う
に
改
め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
別
表
） 

 

（
別
表
） 

項 

第
一
欄 

（
主
要
子

会
社
） 

第
二
欄 

（
主
要
子
会
社

グ
ル
ー
プ
） 

第
三
欄 

（
Ｐ
） 

第
四
欄 

（
内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

水
準
調
整
係
数
） 

一 

ゴ
ー
ル
ド

マ
ン
・
サ

ッ
ク
ス
証

券
株
式
会

社 

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン

・
サ
ッ
ク
ス
証

券
株
式
会
社
及

び
そ
の
子
会
社

等 

［
略
］ 

七
十
五
パ
ー
セ
ン

ト 

二 

モ
ル
ガ
ン

・
ス
タ
ン

レ
ー
Ｍ
Ｕ

Ｆ
Ｇ
証
券

株
式
会
社 

モ
ル
ガ
ン
・
ス

タ
ン
レ
ー
Ｍ
Ｕ

Ｆ
Ｇ
証
券
株
式

会
社
及
び
そ
の

子
会
社
等 

［
略
］ 

七
十
五
パ
ー
セ
ン

ト 

 

項 

第
一
欄 

（
主
要
子

会
社
） 

第
二
欄 

（
主
要
子
会
社

グ
ル
ー
プ
） 

第
三
欄 

（
Ｐ
） 

第
四
欄 

（
内
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ

水
準
調
整
係
数
） 

一 

［
同
上
］ 

    

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

九
十
パ
ー
セ
ン
ト 

二 

［
同
上
］ 

    

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

九
十
パ
ー
セ
ン
ト 

 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


